
議案第７２号 

   関市下水道条例等の一部改正について 

 関市下水道条例等の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

  令和５年１１月３０日提出 

                     関市長 山 下 清 司     

   提案理由 

 下水道使用料及び水道料金を改定するため、この条例を定めようとする。 



   関市下水道条例等の一部を改正する条例 

（関市下水道条例及び関市農業集落排水処理施設条例の一部改正） 

第１条 次に掲げる条例の規定中 

「          「 

        」           」 

  （１） 関市下水道条例（昭和４１年関市条例第２１号）第２２条第１項の

表 

（２） 関市農業集落排水処理施設条例（昭和５８年関市条例第９号）第

９条第１項の表 

 （関市水道事業給水条例の一部改正） 

第２条 関市水道事業給水条例（平成２５年関市条例第２２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第２８条第１項第１号の表中 

 「               「             

５６０円

を 

６９０円

に改め、 

６２０円 ７６０円

１，３７０円 １，６７０円

１，９５０円 ２，３８０円

２，６４０円 ３，２２０円

３，５６０円 ４，３４０円

４，１５０円 ５，０６０円

８，６３０円 １０，５３０円

               」               」 

１，０５０円

を 

１，２８０円

に改める。 

１１０円 １３４円

１１５円 １４０円

１２０円 １４６円



同項第２号の表中 

 「         「 

２０円

を 

２４円

に改める。 
８０円 ９７円

１３０円 １５９円

１８０円 ２１９円

         」          」 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の関市下水道条例及び関市農業集落排水処理施設

条例並びに第２条の規定による改正後の関市水道事業給水条例の規定は、令

和６年７月１日以後に調定する使用料及び水道料金について適用し、同日前

に調定する使用料及び水道料金については、なお従前の例による。 


